
令和６年度「公共交通機関を活用した関係人口創出・拡大事業」 

業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  公共交通機関を活用した関係人口創出・拡大事業 

 

２ 事業概要 

都市圏から宮崎県を訪れる際の主要なアクセス手段である航空機やカーフェリー等の

交通機関利用者をターゲットとして、ウェブや SNS 発信により本県への訪問意欲を創出

するプロモーションを行うことにより、本県の認知度向上を図るとともに、将来の移住

検討層になりえる本県とのつながりを持つ関係人口を創出・拡大する。 

 

３ 事業の実施体制 

（１）本事業統括責任者 

   本事業を円滑に実施できるよう、事業統括責任者を配置すること。 

（２）事業スタッフ 

   本委託事業を円滑に実施するために必要な人員を適切に配置すること。 

 

４ 委託業務期間 

  契約締結の日から令和７年３月３１日までとする。 

 

５ 委託業務の内容 

（１）公共交通機関が持つ利用者情報等を活用した本県来訪のためのプロモーション 

航空機をはじめとする公共交通機関（航空機内、カーフェリー内等）を活用し、交通

機関利用者が県内各地域を訪れる動機付け及びきっかけづくりを行うこと。 

   ＜例＞ 

   ・航空券等チケットの販売促進期間に合わせたＰＲ 

・会員データや搭乗履歴データを活用したＰＲ 

 

（２）ランディングページ及び誘導広告の制作 

   交通機関利用者を主なターゲットとして、来訪の目的となる本県の「人」や「暮ら

し」の魅力及び移住を考える上で役立つ情報を閲覧できるランディングページを制作

し、民間がサービスを提供するサーバー等を使用して公開すること。公開する期間に

ついては、目的達成のための十分な期間を設定すること。 

  ・ランディングページにおいては、県が別途作成する動画を掲載すること。 

   ※動画について 

    本県の暮らしと人をクローズアップし、リアルに本県の暮らしや人柄の良さを感

じられ、本県への興味・関心を持ってもらえるようなコンセプトを基に、単なる地

域の風景に留まらない、宮崎の人や暮らしを身近に感じられるストーリー性のある

動画。 

８種類程度。それぞれ 180秒以内の全編及び 15秒程度のショート版を作成予定。 

  ・ランディングページ内に、本県への移動手段や宿泊予約にリンクできる環境を用意

すること。 



  ・ランディングページ内に、『宮崎ひなた移住倶楽部』の会員登録ページへ誘導するた

めのリンクを設置すること。 

（URL：https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/support/members/） 

  ・本県の知名度向上及び興味関心を引くバナーやインターネット広告を制作し、ラン

ディングページへの誘導広告を実施すること。広告実施回数やＰＶ数等の具体的な

目標設定を行うこと。 

   （例）Yahoo!、Google、Instagram、YouTube、Facebookなど 

・上記（１）の交通機関利用者を当該ランディングページに誘導する仕掛けを行うこ

と。 

   ※ランディングページ制作について 

   ・SSL/TLSにより通信を暗号化すること。 

   ・Googleアナリティクス等を活用したアクセス解析ができること。 

 

（３）その他手法による情報発信 

   上記（１）及び（２）の実施と連動し、本事業の達成のために有益と考えられる独

自媒体による情報発信の手法を企画し、実施すること。 

実施にあたっては、上記（２）に記載した県が別途作成する宮崎の人や暮らしの多様

な良さをＰＲする動画を利用することができる。 

 

（４）事業完了報告書の作成 

   事業終了後、実施結果等を報告書として提出すること。 

  ① 事業概要 

  ② 事業の実績 

  ③ 事業の実施体制 

  ④ 収支報告書 等 

※ なお、本事業により新たに制作した制作物の著作権、肖像権等の一切の権利は県に

帰属し、県はこれらを無償で自由に二次利用できるものとする。 

 

６ その他留意事項 

 （１）成果品の引き渡し後１年の間に、成果品に瑕疵があった場合は、修正等必要な措

置を無償で講ずること。 

 （２）本委託業務の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区別して会計処

理を行うこと。 

 （３）本委託業務に係る書類・領収書は契約締結後５年間保存すること。 

（４）個人情報の取扱を適正に行うこと。 

（５）本業務の受託者は、業務を実施するにあたり、県と十分な調整を行うこと。 

（６）この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めない事

項については、県と協議の上定めるものとする。 

   なお、当該事業の委託にあたっては、精算払により委託事業者へ支払うこととし

ているが、延期や中止等の判断をした場合には、判断までに実施した事務等に係る

経費については県が負担するものとし、その他の経費については県と協議の上精算

すること。 

https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/support/members/

